
創作と著作権



知の創造と活用

• 人間の知的な活動によって生み出されたアイデ
アや創作物などで、財産的な価値を持つものを
「知的財産」と呼ぶ。
– 特許権： 技術的アイデア、発明
– 実用新案権： 工夫、小発明
– 意匠権： 外観デザイン
– 商標権： ロゴやマーク
– 著作権： 文学・芸術作品、学術論文、

コンピュータプログラムなど
– 回路配置権： 半導体集積回路の回路配置法
など

https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/



著作権法上の著作物
• （定義）第２条 １号

– 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

• （著作物の例示）第１０条
– １ 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
– ２ 音楽の著作物
– ３ 舞踊又は無言劇の著作物
– ４ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
– ５ 建築の著作物
– ６ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の
著作物

– ７ 映画の著作物
– ８ 写真の著作物
– ９ プログラムの著作物
２ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。



「知る、読む、使う！オープンソースライセンス」、可知豊、達人出版会、2013年、図2.5。



• 創作者に認められる権利
– 著作財産権

• 複製権：全ての著作物が有する基本的な権利
• 演奏権、上映権、公衆送信権（注）、プログラムの実行など、
著作物ごとに設定された権利

– 著作者人格権
• 公表権：未発表の作品を、いつ、どのように発表するか
• 氏名表示権：そのような氏名で発表するか
• 同一性保持権：作品の同一性保持、意に反する改変禁止

• 創作者以外（実演家など）の権利
– 著作隣接権、実演家人格権、放送事業者の権利など

著作権にもいろいろある

狭い意味での著作権

（注）公衆送信権というのは、公衆によって直接受信されることを目的に、著作物を送信できる権利



CG-ARTS協会「ディジタル画像処理」（改訂第2版）



CG-ARTS協会「ディジタル画像処理」（改訂第2版）



アナログ情報とデジタル情報

• 創作物がアナログ的に記録された時代は、情
報とそれを記録した物（書籍やレコード、映画
フィルム）が不可分であった。情報の管理と
言っても、結局、物の流通を管理すればよ
かった。

• 情報のデジタル化によって、創作物の本質が
物から離脱し、時間・空間を超えて流通する
ことが可能になった。その結果、デジタル情
報の特性を考慮した管理が必要になった。



著作権を保護する理由

• 世界を豊かにするために、多くの良い著作物
を生み出して欲しい。

–良い著作物を生み出すには、創作者にインセン
ティブ（見返り、報酬）が必要。

–利用者が無制限に利用（コピーなど）できると、創
作者のインセンティブを損なう。

–そこで、創作者の権利を保護しつつ、利用者にも
便利な仕組みが必要になる。



制限

促進

著作権者の
利益保護

消費者の
便益

例えば、全ての著作物を国立国会図書館（1）に納品し、それを
電子化して、いつでもどもこで見れるようにすれば、消費者には
便利である。しかし、そのようなことをすれば著作業や出版産業
は成り立たない。制限と促進に、適切なバランスが必要である。

(1) 国立国会図書館：日本国内で出版される全ての出版物が納本される唯一の図書館。
国会図書館に限って、著作権者の許可なく資料のデジタル化が可能である。



次のものも著作物

• 二次的著作物
–原著作物の翻訳、翻案(1)、編曲など

• 編集著作物
–原著作物を編集・集成した創成物（辞書や新聞
雑誌など）

• データベースのうち「その情報の選択又は体
系的な構成によって創作性を有するもの」

(1) 翻案は、前に誰かがした事柄の大筋をまね、細かい点を造り変えること、特に、小説・戯曲などについていう。



著作物でないもの

• 実験で得たデータや、山やビルの高さなどの
社会的事実は著作物ではない。

• 事実の伝達にすぎない記事は著作物ではな
い。

– しかし、新聞などに掲載される通常の報道記事
や報道写真には創作性が認められるため、著作
物である。

–単に事実を述べているものは著作物ではない。



身近な著作物とありがちな行為

• 身近な著作物の例
– プログラムのソースコード
– 教員が作成する教材や試験問題
– 自分が撮影した写真
– 自作の絵画・音楽・デジタルコンテンツ

• NGになりがちな行為
– Webで検索したプログラムや文章、写真をコピペすること
– スマホで撮影した写真や映像をWebにアップすること
– フリマアプリに出す商品の写真画像をメーカのサイトから
拝借すること

– 美術館で絵画を写真撮影しようとすること



カラオケの場合

• 日本では、楽曲の著作権管理はJASRAC1)が
ほぼ占有している（98%程度）。

• カラオケボックスやカラオケスナックで歌を
歌った場合、次ページの権利に関する対価を
JASRACに支払う必要がある。
–ゴールデンボンバーの鬼龍院翔によると、カラオ
ケの印税は一曲２円で、最盛期には月1000万円
くらいになった、とのこと。

1) JASRAC：一般社団法人日本音楽著作権協会



https://www.jasrac.or.jp/bunpai/karaoke/index.html



著作者の権利と消費者の便益

• 著者物を第三者が自由に利用できれば、消費者
には好都合であるが、創作者の利益・意欲を損
なう。

• 著作者の権利をあまりに強くすると、消費者の
便益を損なう。
– ディズニー社やハリウッドは著作権を強め、保護期間
を長くすることを望んでいる。

– 日本でもアニメやゲーム産業は著作権の強化を望ん
でいる。

– ネットワーク事業者や一般ユーザはコンテンツを自由
に配信して利用したい。



著作権の発生

• 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発
生する（無方式主義）。特許と異なり、どこかに登
録する必要はない。

• スポンサーなど資金を提供した法人や企画立案
者でも、実質的な創作を行っていないものは著
作者ではない。

– 職務上作成した著作物は職務著作として、社員が属
する会社・法人が著作者になりえる。

– 著作財産権をスポンサーなどに譲渡することは可能。
– 著作者人格権は譲渡できない。



著作物の利用と使用

利用
（作者が権利を持つ）

使用
（誰でも自由にできる）

マンガ 印刷、出版、修正 読む

音楽 録音、演奏、修正 聴く

ソフトウエア 複製、頒布、改良 実行する



コンピュータ関連の著作物

• コンピュータプログラム
– コンピュータプログラムは著作物として保護される。
– プログラム言語やアルゴリズムは著作物ではない。

• コンピュータグラフィックス
– ディスプレイモニタに表示した「表現」は、生成用プロ
グラムとは別の著作物として保護される。

• データベース
– コンピュータで検索できる情報の集合物で、情報の
選択や体系的な構成によって創作性を有するものは
著作物である。



著作物の保護期間

• 著作者が著作物を創作した時に始まり、原則
として著作者の死後70年まで。映画の著作物
については公表後70年。
– TPP11が2018年12月30日に発効し、70年になっ
た。それまでは、映画を除いて50年であった。

– このように、長い期間にわたって保護されることと、
わざわざ登録する必要がない（無方式主義）こと
から、著作権者が不明になることが多い。著作権
の処理が困難になる。



著作物の利用の原則

• 著作物のコピー、インターネットへの送信・公
開、改変・加工などは、原則として著作者ある
いは著作権者から許諾を得なければならな
い。



著作物の利用の例外1

• 例外１：私的利用のための複製
–個人や家庭の範囲内など限られた数量であれば
自由に複製できる。ただし、次のような場合を除く。

• 会社などの業務での利用。
• 保護手段を解除してコピーすること。
（DVDのコピーなど）
• 他人の著作物を無断でインターネットなどにアップロー
ドすること。

• 違法にアップロードされた著作物をダウンロードするこ
と。

• 映画館などで上映中の映画を盗撮すること。



著作物の利用の例外（その他）

• 例外２：写り込み
– 写真撮影、録音、録画の場合、軽微に写り込んだ著作物は、著作権
者の利益を不当に害しない限り利用できる。

• 例外３：教育のための著作権の制限
– 著作権者の利益を不当に害しない範囲で複製できる。

• 例外４：引用
– 引用に必然性があり、
– 他人の引用と自分の創作が明確に別れており、
– 自分の創作が主、引用が従になっており、
– 引用先を明示しておれば、利用できる。

• 例外5：検索エンジンの事業者は
– Webサイトの情報を収集すること、
– 収集した情報を検索しやすいように加工すること、
– 検索結果を表示すること、が許可される。



朝日新聞、2020年6月11日



教育のための著作権の制限

• 著作権法第35条（学校その他の教育機関にお
ける複製等）によると

– 教員と学生は授業で使用することを目的として、必要
と認められる範囲内で著作物を複製できる。

• これって、教員の板書をスマホ撮影してもOKって
こと？
– 板書のスマホ撮影はそれを個人利用に止めればOK
ではある。

– 一方、それってどう？という、権利以前の問題。信頼
関係、人間性、倫理の問題。



著作物の利用の一例

• Webで見つけた内容をレポートに利用することは著作
権の侵害に当たるか？

– 表現に創作性があるものをコピペすれば、著作権侵害で
はある。
• 一般的な内容で、一文程度であれば、創作性があるとは考えにく。
• 一段落以上の範囲をコピぺすれば侵害であろう。内容（アイデア）
に独自性がなければ、自分の言葉で書き直せばよい。

– 内容に独自性があれば、言葉を書き直してもダメ。ただし、
引用のルールに従って利用すれば、問題なし。

– 数値データや客観的な事実の記述に創作性・独自性はな
い。

– 現実には、著作権侵害は親告罪に当たるので、告訴され
る可能性は、限りなく少ないが…



著作権侵害を避ける方法

• 著作権者から許諾を受ける
–交渉、対価、契約条件の遵守

• 引用にとどめる
–正当な引用の条件を全て満たす

• パブリックドメインの素材を利用する
• ライセンス実施方法が明記されている素材を
利用する

– Creative Commonsの素材など



時代とともに変わる著作権

• 現代の著作権は1886年に締結されたベルヌ条約に基づい
ている。
– 著作物（書籍など）の複製と流通を規制しており、一般人には
関係が少ない権利であった。

• ビデオレコーダ、コンピュータ、インターネットの登場で、一
般人でも著作物の複製・流通を簡単に行うことが可能に
なった。
– ソニービデオ事件：放送された映画を家庭用ビデオで録画する
ことが訴えられた。

– DVDビデオなどに使われるコピープロテクションは、ハックされ
解読されてきた。

– ナップスター事件：インターネットを使った楽曲ファイルのシェア
リングは完全に違法とされた。

– ウィニー事件：P2Pソフトを開発した大学教員が逮捕された。
– デジタル放送のコピーに関する複雑なルール。



ソニービデオ事件

• 1970年代、テレビで放送される映画をソニーのビデオ
レコーダで録画できることに対して、映画会社ユニ
バーサルが著作権侵害であるとして訴訟を起こした。

– 家庭での個人的な複製ではあるが、この行為によって映
画会社は自社の利益が大きく損なわれると考えた。

– 1984年、最高裁で著作権侵害なしとの判決。
• 放送される映画を録画して、それを後で見る行為は映画会社の
利益を損なうことがないフェア・ユースである、との判決。

– その後、映画会社は上映後の映画を、家庭用ビデオや
DVDとして販売・レンタルするビジネスモデルを展開する
ようになる。現在では、上映による興行収入よりも、パッ
ケージ化による収入が上回っている。



• 1999年に、米国ナップスター社は、ユーザー間のP2P通信で
楽曲ファイルを交換できるソフトを配布していた。

– ナップスター社のサーバは楽曲ファイルの名前や保有者
を検索できるようにし、ファイルの交換は行わない。

– ナップスターは著作権侵害で完全敗訴。

野口祐子、「デジタル時代の著作権」、p.105

ナップスター事件



ウィニー事件

• Winnyは、当時、東大の助手であった金子氏が
2002年頃に開発したP2Pファイル共有ソフトであ
る。
– Winnyが違法なファイル交換に利用されていた、など
の事情からWinnyの利用者と開発者が逮捕された。
• 開発者は違法なファイル交換を行っていない。ソフトウエア
開発者が刑事事件で摘発された稀な例である。

• 地裁判決は有罪。理由：不特定多数の人によって違法な著
作物のやり取りに広く利用されていることを知りながら、そ
の状況を容認し、最新版を公開・提供した。

– 2011年に最高裁で無罪判決。
• Winnyは適法にも違法にも使うことができる中立価値のソフ
トである、と判断された。



Google ブックス

• Googleは世界中の図書館の書籍をスキャン
し、同社のサイト内で公開している。

–著作権が切れたものに関しては全文公開。
–著作権が保護期間中のものは、一部をプレ
ビューし、販売サイトへのリンクが表示される。

• 2004年にサービスを開始したが、著作権侵害
の提訴を受けた。2016年に著作権上のフェア
ユース(1)にあたり、合法として確定。

(1) 米国著作権法が認めるフェアユースは、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、利用目的と性格など４つの判断基準に照らして公正な
利用（フェアユース）に該当すれば著作権の侵害にあたらないとする。



古い著作権／新しい著作権

• 伝統的な著作権は、著作者／業界の権利を強く
守る傾向にある。

– ハリウッドは映画の著作権延長など著作権の強化に
熱心である。

– 利用者から見ると、あまりに融通がきかない。
• インターネットなどデジタル技術は著作権と相性
が悪く、ネット世代は著作権フリーを望んでいる。
– クリエイティブ・コモンズの登場
– Spotifyなど、コンテンツをサブスクリプションで提供す
るビジネスの登場



クリエイティブ・コモンズ

• クリエイティブ・コモンズ（CC）はCCライセンス
を提供している組織で、そのプロジェクト名称。
– 一般に、通常の著作権で保護された作品は気軽に使うこ
とができない。そこで考案されたのがCCライセンス。

– CCライセンスはインターネット時代のための著作権ルー
ルで、「この条件を守れば作品を自由に使って構わない」
という意思表示のツール。

– ６段階の権利レベルを設定することが可能。

https://creativecommons.jp/licenses/



CCライセンス

• 次の４つの記号を組み合わせる。
– 、BY、著作権表示：作品のクレジットを表示する
– 、SA、継承：元の作品と同じライセンスで公開すること
– 、ND、改変禁止：元の作品を改変しないこと
– 、NC、非営利：営利目的で利用しないこと

• 複製、頒布などに関して、次の６通りの権利表示がある。
– 、CC BY：著作権表示。
– 、CC BY-NC：著作権表示。非営利。
– 、CC BY-ND：著作権表示。改変禁止。
– 、CC BY-NC-ND：著作権表示。非営利。改変禁止。
– 、CC BY-SA：著作権表示。元のライセンスを継承。
– 、CC BY-NC-SA：著作権表示。非営利。元のライセンスを継承。

https://creativecommons.jp/licenses/



参考：コモンズ的な考え方

• デジタル技術の発達が情報の共有を容易に
したことと、（経済的な理由というよりは）文化
発展に寄与するという側面から、世界的に情
報を共有・贈与する文化が育まれている。
– クリエイティブ・コモンズ
–オープンソースソフトウエア、など

• コモンズの元の意味は共有地で、農民が共
有で使う牧草地のような共有財産を意味して
いる。



Wikipediaの二次利用

• Wikipediaの文書や画像を自分の文書の中で
利用することがある。そのルールを概観する。

• 原則：次のいずれかに従うこと
– Wikipediaのライセンス：次ページで説明
–各国の法律（私的利用や引用などのルール）
–素材ごとの権利者に許諾を受ける

https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%9A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%92%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B


Wikipediaのライセンス

• 文書素材の場合
– クリエイティブ・コモンズ（後述）CC-BY-SA 3.0に従う

• 下の表示例のように著作権表示を行う

• 文書を改変した場合は、改変内容を明示し、CC-BY-SA 3.0の
許諾表示を施す

– GFDL(1)に従った二次利用も可能（詳細は省略）
• 画像などはCC-BY-SA以外の場合もあり、それぞ
れの条項に従う

この記事は、CC-BY-SA3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目
「Wikipedia:ウィキペディアを二次利用する」を素材として二次利用しています。

表示例

(1) GFDL: GNU Free Documentation License

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%9A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%92%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B


（参考）Wikipediaは信頼できるか？

• 内容の信頼性は自分で判断するしかない。
• 善意で作成されているだけ。
• 独自研究（一次資料を基に、自分の考えを記
述したもの）が書かれている場合もある。

• 多くの場合、信頼できる情報へのポインタが
示されている。



• いくつかの具体例を検討する。



書店でのスマホ撮影

• 私用目的で、書店の本をスマホ撮影する行
為はどのような処罰の対象か?
–窃盗罪や著作権侵害にはあたらない。
• 「本」という物を盗めば窃盗罪。
• 私的利用の複製は著作権侵害にはあたらない。

–書店に対する不法行為や業務妨害罪の可能性
がある。



画像利用に関する事例

• ウィキペディアの情報や写真を自由に利用できるか?
– ウィキペディアの画面に示されてる「利用規約」にしたがう。
多くの場合、クリエイティブ・コモンズのルールによる利用
条件が記載されている。

• フリマアプリなどに商品画像を掲載すること
– メーカーサイトなどの商品画像を利用すると著作権侵害
の可能性がある。

– 自分で撮影した写真であれば概ねOK。ただし、美術品や
書籍のように、それ自身に著作物性があるものは対策
（画像を粗くするなど）が必要。

• グラフはコピペしても良いか
– 著作物性（創造的な表現）の問題であるが、一般的な折
れ線グラフや棒グラフに創作性は認めれない。

雪丸真吾、他、「ウェッブサイトの著作権Q&A」、中央経済社、2018に掲載の事例を利用。



動画・音楽の利用に関する事例

• 既存のアーティストの楽曲に合わせて歌った動
画をSNSにアップしても良いか？
– 原則、作曲家・作詞家などの著作権侵害になる。
– YouTubeやニコニコ動画などJASRACと利用許諾契約
を締結しているサイトであればOK。

• 現地で撮影したスポーツイベントをSNSにアップし
ても良いか？
– 無断撮影を禁止しているイベントであれば契約違反
に問われる。

– そうでなくても、主催者の利害を害した場合には、不
法行為による損賠賠償責任を問われる可能性があ
る。

雪丸真吾、他、「ウェッブサイトの著作権Q&A」、中央経済社、2018に掲載の事例を利用。



レシピ本を参考にしたレシピを
Webサイトに掲載

• レシピ本のコピーをWebサイトに掲載すれば
NG。レシピ本と一言一句同じ内容を記述する
のもNGであろう。引用のルールに従えばOK。

• 内容的には同じでも、材料や調理手順を自分
の言葉で記述すれば問題ない。

• なお、料理方法で特許をとることも不可能で
はない。


